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ヘ
一
〇
》

改
憲
商
法
に
於
サ
る
新
鮭
債
髭
度

内
　
　
　
容

前
　
　
　
書

敵
債
借
換
の
場
合
に
於
け
る
便
法

無
握
保
澄
債
の
受
託
者
鋼
度

縫
債
申
込
識
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
補
充
改
善

鮭
債
登
艶
期
間
の
廷
長
及
登
記
番
環
の
補
足
改
善

欠
鹸
利
札
に
闘
す
る
幾
定
の
遮
加

歓
債
の
時
敷
に
闘
す
る
規
定
の
鐙
茄

儀
雰
及
灘
儀
原
簿
の
記
鼓
事
環
の
逡
撫

琶
債
彩
息
の
支
拷
叉
ほ
、
一
部
償
蓬
を
怠
参
た
る
塔
合
の
救
済
規
定

　
駄
債
縫
藪
集
魯
及
共
の
代
表
者
制
度
の
講
設

善
昌



（5蛋）

蟹
正
商
法
に
於
サ
る
新
瀧
債
制
度

　
　
（
劇
馴
）
輔
換
批
債
制
度
の
創
設

　
　
（
＝
ご
　
砒
疲
の
整
理
と
『
レ
シ
事
パ
響
』
制
度
の
創
設

　
　
（
＝
ε
　
新
砒
債
制
度
の
賞
施
に
關
す
る
規
定

　
　
（
劇
四
）
納
　
　
語

瓢
簡

以
　
　
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欄
）
前
　
　
言

　
畏
き
周
待
望
せ
ら
れ
て
を
つ
た
我
が
改
正
商
法
（
絡
則
編
及
禽
雁
編
）
も
愈
ζ
本
年
一
男
か
ち
實
施
の
蓮
び
に
至
つ

た
の
で
あ
つ
て
、
之
に
依
つ
て
我
が
商
法
上
の
肚
債
制
度
は
全
く
面
目
を
一
新
す
る
k
至
り
記
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
今
同
の
商
法
中
改
正
法
律
は
明
治
四
十
四
年
の
改
正
以
來
の
大
改
正
を
絶
則
編
及
會
肚
編
k
加
へ
π
も
の
で
あ

う
、
商
法
上
の
就
債
制
度
k
付
て
も
鱒
勢
の
逡
蓮
ご
肚
會
の
要
請
ピ
に
俳
ひ
塞
に
大
な
る
改
正
を
加
へ
た
も
の
で
あ

つ
て
．
鍵
k
司
法
省
民
事
局
か
ら
公
表
せ
ら
れ
泥
「
商
法
中
改
正
法
律
案
読
明
し
に
依
つ
て
も
「
商
法
特
に
會
肚
法
の

改
正
は
近
時
爽
於
け
る
立
法
上
の
世
界
的
趨
勢
」
で
あ
る
ε
爲
し
、
而
し
て
之
は
「
商
事
生
活
は
近
來
殊
k
世
界
載
孚

後
著
し
く
複
難
多
肢
を
加
へ
、
諸
國
に
於
て
往
時
の
奮
法
を
以
て
し
て
は
到
底
之
k
逡
随
す
る
こ
ε
を
得
ざ
る
k
至

う
尭
る
を
以
て
な
う
」
ε
謂
つ
て
を
る
の
で
あ
る
。
今
同
の
改
正
商
法
が
企
圃
す
る
諸
改
正
中
鮭
債
欄
度
の
改
善
は

最
も
注
目
す
べ
き
主
要
の
も
の
の
一
っ
で
あ
つ
て
塞
k
多
肢
多
方
面
に
亘
る
け
れ
ご
も
今
其
の
根
底
を
成
す
精
紳
は



之
を
大
髄
融
債
梅
者
た
る
公
衆
の
利
盆
擁
護
の
強
化
ご
杜
債
制
度
の
技
術
的
改
善
ε
に
蹄
し
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち

（
一
）
，
先
づ
第
一
款
維
則
に
於
て
は

　
（
1
）
磐
肚
債
償
還
の
爲
め
k
す
る
肚
債
の
募
集
に
付
て
は
励
債
の
絡
額
k
關
す
る
制
限
に
依
ら
な
く
て
も
よ
い

　
　
こ
ε
ε
し
た
こ
ε

　
（
2
）
　
鮭
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
會
枇
を
．
し
て
肚
債
の
償
逡
を
得
る
k
必
要
な
る
一
切
の
行
爲
を
爲
さ
し
む

　
　
る
こ
ピ
ε
し
た
こ
ε
、
即
ち
英
米
に
所
謂
無
鍛
保
吐
債
の
受
託
者
を
認
め
た
と
ε

（腸）

（
3
）

（
4
）

（
δ
）

（
6
）

（
7
）

等
が
共
の
主
要
な
も
の
で
あ
ウ

（
二
）
　
衣
k
鶴
二
款
に
於
て
は
新
k
融
債
穣
者
集
會
に
關
す
5
款
を
設
け
、
其
の
招
集
、
議
事
、
決
議
、
決
議
の
執

　
行
、
代
表
者
共
の
他
に
付
規
定
を
設
け
、

　
　
　
　
改
短
商
法
に
於
げ
る
新
鮭
鏡
鰺
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葦
曇

肚
債
串
込
鐙
に
公
示
す
ぺ
き
癖
項
の
不
備
を
補
足
し
た
こ
ε

鮭
債
登
記
の
期
問
を
延
長
し
共
の
澄
記
慕
項
に
修
正
叉
は
補
足
を
加
へ
た
こ
ε

欠
訣
利
札
に
關
す
る
規
定
を
補
ひ
π
る
之
ご

祉
債
の
時
数
に
關
す
る
規
定
を
加
へ
た
こ
ε

債
券
及
祉
債
原
簿
の
記
蔵
事
項
に
修
正
叉
は
補
足
を
加
へ
だ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
、
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改
走
商
法
に
於
け
る
新
蔽
債
制
慶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竃
六

（
三
）
　
更
に
叉
定
款
の
鍵
災
k
關
す
る
節
に
於
て
韓
換
肚
債
、
即
ち
肚
債
を
一
定
條
件
の
下
k
株
式
k
縛
換
す
る
制

　
度
を
新
設
t
、

（
四
）
　
術
ほ
叉
會
杜
の
整
理
の
節
に
於
て
は
先
年
我
が
肚
債
の
整
理
救
濟
に
付
唱
道
せ
ら
れ
π
所
謂
「
レ
シ
警
バ
警
」

　
（
瞥
理
人
）
制
度
を
唱
認
め
だ
も
の
で
あ
つ
て
、
斯
か
る
改
正
の
根
底
を
成
す
精
紳
が
上
述
の
二
識
、
即
ち
説
債
慮

　
募
者
、
証
債
梅
者
π
る
公
衆
の
利
盆
保
護
ε
杜
債
制
度
の
技
術
的
改
善
ご
に
在
る
こ
ご
は
吾
人
の
先
づ
留
意
す
ぺ

　
き
鋤
で
あ
る
と
書
は
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。

　
今
同
の
改
正
葡
の
商
法
の
駈
債
制
度
が
吐
債
登
行
に
關
す
る
規
定
に
重
鐵
を
置
き
、
■
勅
債
の
整
理
救
濟
に
關
す
る

規
定
を
映
き
大
き
な
不
備
の
あ
つ
た
こ
せ
は
多
く
の
人
々
の
苦
き
維
験
に
依
て
も
色
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
厨
で
あ

る
。
叉
起
債
其
の
他
の
技
術
的
規
定
に
不
備
敏
略
が
あ
，
．
之
が
爲
め
k
起
債
會
融
其
の
弛
が
者
種
の
不
便
を
嘗
め

た
こ
ピ
も
多
ぐ
の
人
々
の
熟
知
す
る
斯
で
あ
る
。
大
凡
そ
祉
債
鋼
度
に
開
し
今
同
の
改
正
商
法
が
企
圖
し
た
所
は
斯

か
る
不
備
及
訣
階
を
補
は
む
ε
す
る
k
在
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
主
要
癩
る
も
の
に
付
て
．
以
下
極
く
簡
翠

k
蓮
べ
て
見
る
こ
．
、
」
ε
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
肚
債
借
換
の
揚
合
に
於
け
る
便
法

　
先
づ
今
回
の
改
正
商
法
が
奮
鮭
債
償
還
の
爲
め
に
す
る
祉
債
の
募
集
に
付
て
は
、
其
の
奮
魅
債
の
額
は
紅
債
の
繕
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額
中
に
之
を
算
入
せ
ざ
る
ヒ
ε
ご
し
た
鮎
に
付
て
蓮
ぺ
る
（
改
正
商
法
第
二
九
七
條
第
二
項
）
。
從
策
商
法
は
倉
肚
の

拗
込
み
た
る
株
金
額
又
は
最
絡
の
貸
借
封
照
表
に
依
る
現
存
財
産
寂
凝
踊
羅
獣
鰍
司
響
産
、
）
を
以
て
祉
債
曇
行
の
限
皮

ε
し
、
証
債
借
換
の
場
合
に
付
別
段
の
例
外
規
定
を
設
け
な
か
つ
た
爲
め
、
借
換
に
當
ゆ
て
は
奮
敷
債
ざ
新
肚
債
と

が
一
時
的
乍
ら
併
存
し
て
右
の
限
度
を
超
ゆ
る
場
合
を
生
レ
不
便
が
誠
に
砂
く
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
之
が
爲
め
禽

胱
は
先
づ
一
時
的
借
入
を
爲
し
て
奮
肚
債
を
償
還
し
然
る
後
新
杜
債
を
登
行
し
、
其
の
手
取
金
を
以
て
一
時
的
借
入

金
を
返
濟
す
る
が
如
き
煩
裟
な
る
手
績
を
爲
き
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
つ
た
。
今
同
の
改
正
商
法
は
斯
か
る
不
便
を
救

は
む
が
爲
め
k
特
殊
債
券
借
換
の
場
合
の
例
外
規
定
（
日
本
興
業
銀
行
法
第
ニ
ハ
條
、
日
本
拗
業
銀
行
法
第
三
七
條
、

農
工
銀
行
法
第
二
八
條
．
北
海
造
拓
殖
銀
行
法
第
一
五
條
、
東
洋
拓
殖
株
式
會
肚
法
第
二
八
條
、
東
北
興
業
株
式
會
融

法
第
一
五
條
、
帝
國
燃
料
興
業
株
式
會
祉
法
第
一
八
條
等
）
k
倣
つ
て
新
に
規
定
を
設
け
π
も
の
で
あ
つ
て
、
新
規

定
に
依
れ
ぱ

　
（
1
）
盤
励
債
の
額
は
肚
債
の
総
額
中
k
之
を
算
入
せ
ざ
る
こ
ε

　
（
2
）
　
奮
肚
債
は
薪
肚
債
梯
込
の
期
日
（
全
額
彿
込
方
法
に
依
る
揚
合
）
ヌ
は
第
一
同
梯
込
の
期
日
（
分
割
描
込
方

　
　
法
に
依
る
場
合
）
よ
う
六
月
内
に
之
を
償
還
す
る
こ
ご

ε
し
た
。
即
ち
．
六
月
間
は
新
奮
冠
債
の
併
存
を
認
め
た
次
第
で
あ
る
。
尤
も
分
割
梯
込
方
法
に
依
る
場
合
は
「
第

　
　
　
　
　
改
正
商
法
に
於
硬
る
新
鮭
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
七
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改
疋
商
法
に
於
け
る
新
肚
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漉
八

一
同
彿
込
の
期
日
よ
，
六
月
内
し
ε
謂
ふ
か
ら
、
最
終
同
の
梯
込
期
日
は
　
く
ビ
も
第
一
同
挑
込
の
期
日
よ
う
六
月

内
に
之
を
定
あ
る
必
要
が
あ
る
。
「
六
月
内
」
は
例
へ
ぱ
内
債
を
償
還
す
る
爲
め
外
債
を
募
集
す
る
が
如
く
特
別
の
事

惜
あ
る
揚
合
を
も
考
慮
し
、
十
分
の
飴
裕
を
置
く
意
味
に
於
て
定
め
ら
れ
た
期
問
に
外
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
無
櫓
保
杜
債
ω
受
託
者
制
度

　
麹
々
英
米
に
於
て
は
屡
≧
櫓
保
附
杜
債
の
み
な
ら
ず
無
搬
保
祉
債
に
付
て
も
祉
債
梅
者
ぜ
登
行
會
薩
と
の
問
に
受

託
者
（
鈴
門
鼠
8
自
酵
．
一
一
脊
窪
》
の
介
入
を
見
、
其
の
受
託
者
は
信
託
契
約
の
定
む
る
駈
に
從
て
魁
債
樺
者
の
爲
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

共
の
利
盆
を
擁
謹
し
、
証
債
の
躰
濟
を
怠
つ
た
場
合
k
於
て
は
肚
債
梅
者
の
爲
め
k
其
④
救
濟
を
求
め
る
も
の
で
あ

つ
て
共
の
實
用
は
塞
に
砂
く
な
い
。
是
k
於
て
今
同
の
改
正
商
法
菟
斯
る
無
旛
保
祉
債
の
受
託
者
に
相
當
す
る
制
度

を
我
が
國
に
も
認
む
る
に
至
つ
た
も
の
k
外
な
ら
諏
。

　
今
同
の
改
正
商
法
に
依
る
ε
商
法
上
の
証
債
即
ち
無
澹
保
肚
債
の
受
託
者
は
「
胱
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
會

魁
し
に
限
つ
だ
（
改
正
商
法
第
三
〇
九
條
第
一
項
）
。
「
肚
債
の
募
集
の
委
託
を
受
け
」
る
ε
は
、
會
肚
の
委
託
に
因
つ

て
趾
債
の
募
集
に
必
要
な
る
外
部
的
手
績
（
株
主
総
會
の
決
議
の
如
き
内
部
的
の
、
も
の
を
除
く
）
を
爲
す
こ
ε
を
指

し
、
之
に
依
て
祉
債
の
募
集
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
つ
て
．
元
來
之
れ
は
明
治
四
十
四
年
の
商
法
改
正
の
際
英
米

法
の
概
念
を
入
れ
た
も
の
k
外
寡
ら
ぬ
。
今
同
の
改
正
商
法
に
於
て
は
此
の
趾
債
募
集
の
委
託
を
翠
純
な
る
揚
合
と
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然
ら
ざ
る
場
合
と
に
分
け
て
を
る
。
今
同
の
改
正
商
法
第
三
百
一
條
第
二
項
第
十
四
號
に
、
祉
債
募
集
の
委
託
し
．
・
』
あ

る
は
前
の
揚
合
に
當
ム
．
第
三
百
嚇
條
第
二
項
第
十
五
號
に
「
祉
債
の
慮
募
額
が
総
額
に
蓬
せ
ざ
る
揚
合
に
於
て
前

號
の
禽
祉
（
糺
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
會
肚
）
が
共
の
残
額
を
引
受
く
べ
倉
こ
と
を
約
し
紀
る
ぜ
き
」
ε
あ
る
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

後
の
場
合
k
該
る
。
此
の
後
の
揚
合
は
今
日
廣
く
「
募
集
の
請
負
」
、
「
請
負
募
集
し
叉
は
「
引
受
募
集
」
と
構
せ
ち
れ
て

を
る
も
の
で
あ
つ
て
（
今
日
迄
斯
る
募
集
方
法
に
付
十
分
の
規
定
な
か
垂
し
は
不
備
ε
せ
ら
れ
驚
も
の
で
あ
る
）
、
現

k
我
が
國
k
於
て
行
は
れ
る
募
集
方
法
は
此
の
種
の
も
の
が
最
も
多
藪
を
占
め
て
を
る
。
要
す
る
に
此
の
二
つ
の
揚

合
の
委
託
を
受
け
た
會
肚
は
、
即
ち
前
述
の
受
託
者
た
ゆ
得
る
も
の
で
あ
る
。
「
會
肚
」
ご
限
定
し
て
あ
る
か
ら
會
魁

以
外
の
者
は
共
の
資
格
が
な
い
。
．
而
か
も
施
行
法
及
鐙
券
引
受
業
法
に
依
れ
ぱ
、
ρ
斯
か
る
會
肚
は
銀
行
及
信
託
會
肚

の
外
置
券
引
受
業
法
に
依
て
菟
許
を
得
た
鐙
券
會
肚
に
限
ら
れ
る
こ
ピ
、
な
つ
て
を
る
。

　
無
櫓
保
就
債
の
受
託
者
に
附
奥
せ
ら
れ
た
最
も
主
要
の
梅
限
は
、
肚
債
権
者
の
爲
め
に
肚
債
の
償
還
を
受
く
る
k

必
要
な
る
一
切
の
裁
剣
上
又
は
裁
鋼
外
の
行
爲
を
爲
す
穫
限
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
九
條
）
。
元
來
改
正
前
の
商

法
の
下
に
於
て
は
無
携
保
魁
債
の
肚
債
穂
者
が
肚
債
の
償
還
を
得
る
行
爲
は
各
貞
個
別
的
k
之
を
爲
す
も
の
で
あ
つ

π
が
、
斯
様
k
個
別
的
に
権
利
を
行
使
す
る
の
で
は
、
祉
債
権
者
の
爲
め
k
も
又
登
行
會
杜
の
爲
め
k
も
不
便
が
極

あ
て
多
い
か
ら
、
婚
保
附
肚
債
信
託
法
第
八
十
四
條
に
倣
つ
て
受
託
者
が
杜
債
権
者
の
爲
め
k
融
債
の
償
蓮
を
受
け

　
　
　
　
　
改
短
商
法
に
於
け
る
新
機
債
鰯
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匠
九
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改
正
商
法
に
於
け
る
新
肚
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

る
に
必
要
な
る
一
切
の
行
爲
を
爲
し
得
る
こ
ε
ε
し
た
次
第
に
外
な
ら
皿
。
之
に
依
つ
て
多
籔
の
鮭
債
梅
者
は
一
團

ε
し
て
受
託
者
を
短
し
極
め
て
数
果
的
に
旋
債
の
償
還
を
毅
行
會
祉
k
求
め
る
こ
ε
が
出
來
、
叉
毅
行
會
肚
は
肚
債

元
利
金
を
受
託
者
k
提
供
し
、
受
託
岩
に
於
て
鮭
債
権
者
の
爲
め
に
之
を
受
籏
す
れ
ぱ
最
早
其
の
貴
を
冤
れ
る
こ
ε

と
．
な
ゆ
．
残
る
問
題
は
受
託
者
が
杜
債
梅
者
に
封
し
一
定
の
通
知
叉
は
公
告
を
爲
し
債
券
叉
は
利
札
ε
引
換
に
元
利

金
を
支
梯
ふ
だ
け
ε
な
る
（
改
正
商
法
第
三
百
九
條
第
二
項
叉
は
第
三
項
）
。
と
こ
ろ
で
今
日
の
起
債
の
實
情
を
見
る

ε
、
肚
債
の
募
案
額
が
増
大
し
た
に
俘
ぴ
斯
謂
、
引
受
シ
ソ
ヂ
ヶ
蜜
ト
L
（
蔓
区
剛
罫
8
）
匙
糎
し
、
二
箇
以
上
の
會
髄

（
銀
行
ヌ
は
信
託
會
癒
等
）
が
杜
債
募
集
の
委
託
を
受
け
、
叉
は
共
の
募
集
を
請
負
ふ
こ
冒
が
多
い
。
斯
く
の
如
く
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
會
肚
が
二
以
上
あ
る
揚
合
に
於
て
は
、
今
阿
の
改
正
商
法
に
依
る
ε
、
英
の
ニ
ツ
以
上
の
禽

肚
が
共
同
し
て
受
託
者
の
椹
限
に
属
す
る
行
爲
を
爲
す
≧
ざ
ε
し
（
改
正
商
法
第
三
百
十
條
）
、
又
証
債
糠
者
に
封
し

て
は
蓮
帯
し
て
償
還
金
の
支
梯
を
爲
す
義
務
を
負
λ
こ
ε
ε
し
た
（
改
正
商
法
第
三
百
十
一
條
）
。
之
は
申
す
迄
も
な

く
就
債
擁
者
の
利
盆
の
保
護
を
厚
う
せ
む
と
す
る
趣
旨
に
外
な
ら
粗
。
叉
本
來
薩
債
は
長
期
債
務
で
あ
る
か
ら
、
典

の
登
行
か
ら
償
還
k
至
る
迄
k
は
十
年
若
く
は
十
年
以
上
の
長
年
月
k
亘
る
揚
合
が
多
く
、
斯
か
る
長
年
月
の
問
k

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

は
受
託
者
の
更
迭
を
見
る
必
要
も
あ
る
ピ
豫
想
せ
ら
る
る
の
で
、
今
同
の
改
正
商
法
は
之
に
付
て
叉
規
定
を
設
け
た
。

耶
ち
今
同
の
改
正
商
法
は
受
託
者
の
逞
任
に
付
三
ツ
の
事
由
を
暴
げ
　
其
φ
一
．
は
承
諾
辮
任
’
即
ち
登
行
會
鮭
及
肚
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債
梅
者
集
會
の
同
意
を
得
て
僻
任
す
る
揚
合
で
あ
多
、
其
φ
二
は
許
可
爵
任
、
即
ち
已
む
を
得
ざ
る
事
由
あ
る
場
合
k

裁
到
斯
の
許
可
を
得
て
解
任
す
る
も
の
で
あ
，
、
共
砂
三
は
解
任
．
即
ち
受
託
者
が
其
の
事
務
を
慮
理
す
る
に
不
適
嘗

な
る
ε
き
共
の
他
正
當
の
事
由
あ
る
揚
合
に
裁
到
斯
が
曇
行
會
肚
又
は
肚
債
梅
者
集
會
の
請
求
k
依
て
受
託
者
を
解

任
す
る
も
の
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
十
二
條
及
第
三
百
十
三
條
）
。
受
託
者
の
邊
任
に
因
つ
て
受
託
者
が
な
き
に

至
つ
π
と
き
は
、
登
行
會
証
及
肚
債
擁
者
集
會
の
一
致
を
以
て
承
縫
者
を
選
定
し
、
叉
已
む
を
得
ざ
る
ε
き
は
裁
判
所

に
於
て
利
書
關
係
人
の
請
求
に
墓
き
承
縫
者
を
選
任
し
（
改
正
商
法
第
三
百
十
四
條
）
．
以
て
胱
債
樒
者
の
莉
盆
擁
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

k
鋏
く
る
斯
が
な
い
や
う
k
せ
む
ε
し
た
次
第
で
あ
る
。
思
ム
k
此
等
の
織
は
櫓
保
附
祉
債
信
託
法
の
規
定
に
倣
ふ

所
が
甚
だ
多
帆
。
荷
ほ
又
無
擢
保
肚
債
の
受
託
者
は
次
に
述
ぷ
べ
き
肚
積
穂
客
集
會
を
招
集
し
（
改
正
商
法
第
三
百

二
十
條
》
、
証
債
擁
岩
集
會
k
出
席
し
叉
は
書
面
を
以
て
意
見
を
開
陳
し
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
二
條
）
、
共
の
決
議

を
執
行
す
る
等
（
改
正
商
法
第
三
百
三
十
條
）
、
塞
k
重
要
な
る
役
割
を
與
へ
ら
れ
、
且
つ
叉
登
行
會
勉
が
或
一
部
の
冠

債
権
者
に
封
し
爲
し
ね
る
辮
濟
、
和
解
其
の
他
の
行
爲
が
著
し
く
不
公
正
な
る
ε
き
は
内
訴
を
以
て
肚
債
権
者
至
員
の

爲
め
k
典
の
行
爲
の
取
清
を
講
求
す
る
ζ
ξ
が
出
家
る
の
で
あ
つ
て
、
共
の
役
割
は
又
櫓
保
附
祉
債
信
託
法
k
於
け

る
受
託
會
魁
k
甚
だ
似
て
を
る
。
之
を
要
す
る
k
斯
く
實
用
あ
る
無
鍛
保
祉
債
の
受
託
者
制
度
を
認
む
る
k
至
つ
π

≧
ε
は
、
後
蓮
の
融
債
権
者
集
會
制
度
ε
相
侯
つ
て
起
債
界
に
資
す
る
所
が
塞
k
紗
く
な
い
ε
言
は
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
改
正
商
法
に
於
瞳
る
新
鮭
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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改
露
商
法
に
於
け
る
新
鮭
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
》
肚
債
申
込
鐙
に
記
載
す
ぺ
き
事
項
の
補
足
改
善

　
更
に
今
同
の
改
正
商
法
は
雁
債
率
込
謹
に
記
載
す
べ
き
纂
項
の
不
備
を
補
足
し
た
。
即
ち
、
新
に
鮭
債
申
込
謹
k

記
載
す
べ
き
箒
項
ε
し
て
加
へ
た
も
の
は
次
の
通
9
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
一
條
第
二
項
）
。

　
ン

　
0

利
盆
を
失
ム
こ
ε
ご
も
な
る
の
で
（
改
正
商
法
第
三
百
三
十
四
條
）
、

逡
方
法
及
期
限
ε
同
様
に
璽
競
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
（
捲
保
附
酸
債
信
託
法
第
二
十
二
條
第
一
項
第
一
騰
、

第
十
九
條
第
一
項
第
七
號
滲
照
）
、
從
寒
之
を
申
込
鐙
起
記
載
せ
し
む
る
こ
ε
ε
し
て
を
ら
な
か
つ
た
の
で
、
今
同
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

あ
て
之
を
申
込
鐙
に
記
載
せ
し
む
る
こ
ε
ε
し
た
次
第
で
あ
る
。
働
次
に
今
回
の
改
正
商
法
は
従
豪
短
ウ
肚
債
権
者

　
　
利
息
支
彿
の
方
法
及
期
限

　
　
債
雰
を
記
名
式
又
は
無
記
名
式
に
限
ウ
た
る
ε
き
は
其
の
旨

　
　
蒋
肚
債
の
償
還
の
爲
禽
吐
の
彿
込
株
金
額
叉
は
現
存
純
財
産
を
超
え
て
鮭
債
を
募
集
す
る
ε
き
は
共
の
旨

　
　
祉
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
禽
証
あ
る
ε
き
は
其
の
商
號

　
　
職
債
の
癒
募
額
が
総
額
に
蓬
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
肚
債
募
集
の
委
託
を
受
け
る
會
世
が
其
の
残
額
を
引
受
く

　
べ
き
こ
ざ
を
約
し
彪
る
は
其
の
旨

　
　
今
同
の
改
正
商
法
k
依
れ
ぱ
會
杜
が
肚
債
の
利
息
の
支
沸
を
怠
つ
た
ε
き
は
、
一
定
の
手
績
に
依
ム
期
限
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肚
債
の
利
息
支
沸
の
方
法
及
期
限
は
肚
債
の
償

ラー（ン偉跨｛ン4‘～ン齢趣（
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k
劃
し
債
雰
の
形
式
鐘
更
請
求
梅
を
認
め
彪
け
れ
ご
も
、
唯
債
券
を
記
名
式
叉
は
無
記
名
式
に
限
る
旨
の
特
約
が
あ

る
揚
合
に
此
の
限
に
在
ら
ざ
る
こ
と
と
し
（
改
正
商
法
第
三
百
八
條
但
書
）
．
而
し
て
斯
か
る
特
約
を
定
勧
る
場
合
に

於
て
は
之
を
申
込
鐙
に
記
載
せ
し
む
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ω
の
融
債
募
集
の
萎
託
を
受
け
た
る
會
肚
は
前

述
の
麺
ウ
受
託
者
ご
な
る
も
の
で
あ
ウ
、
又
⑤
は
斯
る
委
託
を
受
け
た
る
禽
灘
が
塞
集
を
請
負
ひ
慮
募
不
足
額
を
自

ら
引
受
け
祉
債
を
成
立
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
も
其
の
商
號
及
其
の
皆
を
申
込
置
に
記
載
せ
し
む
る
こ

と
と
し
た
次
第
に
外
な
ら
臓
。
術
ぼ
改
正
前
侮
商
法
は
「
最
絡
の
貸
借
封
照
表
に
依
O
會
肚
k
現
存
す
る
財
産
の
額
」

ε
あ
つ
爬
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
改
正
商
法
は
「
最
絡
の
貸
借
封
照
表
に
依
ウ
會
繊
に
現
存
す
る
純
財
産
し
ε
改
め
、

「
純
」
の
字
を
蜘
へ
て
其
の
意
義
を
明
忙
し
疑
義
を
一
掃
し
彪
こ
と
は
既
に
一
言
し
た
癒
9
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
）
　
肚
債
の
登
記
期
問
の
延
長
．
及
登
記
事
項
の
補
足
改
善

　
更
k
今
同
の
改
正
商
法
は
、
肚
債
の
登
記
期
間
を
延
長
し
登
記
す
べ
き
事
項
を
補
足
し
不
備
を
蔵
善
L
た
。
．
從
策

祉
債
の
墜
記
は
共
の
全
額
又
は
第
一
同
の
梯
込
が
あ
つ
ね
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
内
に
本
店
及
各
支
店
の
駈
在
地

k
於
て
登
記
す
る
こ
ε
を
要
し
た
け
れ
ど
も
、
今
日
の
如
く
株
式
會
肚
企
桑
の
登
達
を
見
、
全
國
各
地
（
内
地
）
k
多

歎
の
支
店
を
有
す
る
も
の
が
多
く
な
つ
て
凍
れ
ぱ
、
各
支
店
の
漸
在
地
に
於
て
右
二
週
問
内
k
登
記
す
る
こ
定
は
、

期
爾
が
短
き
k
失
す
る
と
思
は
れ
る
こ
と
が
紗
く
な
い
。
そ
乙
で
、
今
同
の
改
正
商
法
は
之
を
三
遽
問
k
難
長
し
た

　
　
　
　
　
改
正
商
法
に
於
け
る
新
鮭
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



（64）

　
　
　
　
改
並
商
法
に
於
け
る
新
搬
債
倒
産
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

次
錆
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
五
條
第
一
項
）
。

　
俺
ほ
今
同
の
改
正
商
法
は
叉
新
に
登
記
事
項
ご
し
て
左
記
の
も
の
を
加
へ
た
（
改
正
商
法
第
三
百
五
條
第
二
項
）
。

　
ω
　
利
息
支
梯
の
方
法
及
期
限

　
③
　
駄
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
會
融
あ
る
ε
き
は
共
の
商
號

　
鮭
債
の
利
恩
支
梯
方
法
及
期
限
㌶
に
祉
債
の
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
會
麿
は
共
に
既
蓮
の
通
ウ
趾
債
擁
者
其
の

他
か
ら
見
て
重
観
す
べ
き
鐵
で
あ
る
か
ら
、
今
同
の
改
正
の
結
果
之
を
登
認
す
べ
き
事
項
ε
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。

街
ヌ
改
正
商
法
は
會
祉
合
併
に
因
る
肚
債
承
縫
の
登
記
に
付
て
も
新
に
規
定
を
設
け
た
（
改
正
商
法
第
四
百
十
四
條

第
二
項
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
　
欠
鋏
利
札
k
關
す
る
規
定
の
邉
加

　
更
k
今
同
の
改
正
商
法
は
明
文
を
以
て
耽
債
の
欠
敏
利
札
に
關
す
お
慣
脅
を
認
め
共
の
不
備
を
補
ふ
こ
と
ε
し
π
。

元
來
鮭
債
の
欠
鹸
利
札
に
闘
す
る
慣
習
は
明
治
三
十
九
年
の
國
債
に
關
す
る
特
別
法
（
法
律
第
三
十
四
號
）
第
七
條
に

「
無
記
名
國
債
詮
券
k
封
し
元
金
を
償
還
す
る
場
合
に
於
て
其
の
竈
券
に
附
厨
す
る
利
札
中
欠
敏
せ
る
も
の
あ
る
ε

き
は
之
に
相
當
す
る
金
額
を
元
金
の
内
よ
う
控
除
す
。
但
し
翫
に
利
子
仕
梯
期
を
開
始
し
た
る
利
札
に
付
て
は
此
の

限
R
在
ら
ず
（
第
一
項
）
．
前
項
利
札
の
斯
持
人
は
何
時
ピ
錐
共
の
利
札
を
提
禺
し
て
控
除
金
額
の
仕
梯
を
請
求
す
る
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こ
と
を
程
L
セ
規
定
し
π
こ
ε
k
由
擁
す
る
の
で
あ
つ
て
、
今
同
の
改
正
商
法
も
之
ε
伺
趣
旨
の
規
定
を
設
け
た
（
改

正
商
法
第
三
百
十
五
條
）
。
即
ち
無
記
名
証
債
を
償
還
す
る
揚
合
に
於
て
支
佛
期
の
到
來
せ
ざ
る
利
札
が
欠
歓
す
る
．
篭

き
は
其
の
利
札
面
金
額
k
相
當
す
る
金
額
を
償
還
額
よ
ゆ
控
除
す
る
こ
ε
ε
す
る
ε
同
時
に
、
箕
の
欠
敏
利
札
の
斯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

持
人
は
何
時
に
て
も
之
ε
引
換
k
控
除
金
額
の
支
梯
を
請
求
す
る
こ
ε
が
出
來
る
こ
と
ぜ
し
π
次
第
で
あ
る
。
尤
も

新
規
定
は
利
札
面
金
額
に
相
當
す
る
金
額
を
償
逮
額
よ
り
控
除
す
ε
謂
び
叉
欠
訣
利
札
の
所
持
人
は
之
ε
引
換
に
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

除
金
額
の
支
梯
を
講
求
す
る
こ
ε
を
得
ε
定
め
π
の
で
あ
る
か
ら
」
未
据
元
金
償
還
の
講
求
な
く
從
つ
て
欠
映
利
札

に
相
嘗
す
る
金
額
を
償
還
額
よ
う
控
除
す
る
に
至
ら
ざ
る
ε
き
は
、
本
よ
ウ
欠
映
利
札
の
所
持
人
は
欠
歓
利
札
を
提

示
し
て
も
直
ち
に
以
て
典
の
支
梯
を
受
く
る
に
由
が
な
い
と
解
さ
ね
ば
な
ら
澱
。
從
來
の
慣
習
も
同
糠
で
み
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
欠
映
利
札
ε
引
換
盆
支
彿
ム
ベ
き
控
除
金
額
は
「
償
遽
金
よ
鋸
控
除
し
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
が
元
金
の
一
部

で
あ
る
こ
ε
は
串
す
迄
も
な
炉
。
併
し
乍
ら
、
之
は
上
認
の
瓶
り
欠
歓
利
札
と
引
換
に
支
沸
は
れ
る
も
の
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

ら
、
．
次
k
蓮
ぺ
る
通
う
特
に
其
の
請
求
梅
は
普
通
の
利
札
ご
引
換
に
支
梯
は
れ
る
利
息
並
に
五
年
の
溜
滅
時
敷
k
依

る
こ
と
と
し
π
（
改
正
商
法
第
三
百
十
六
條
第
三
項
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）
　
肚
債
の
時
敷
に
關
す
る
規
定
の
追
加

　
更
k
今
同
の
改
正
商
法
は
新
k
祉
債
の
時
敷
に
關
す
る
規
定
を
設
け
ね
。
元
奈
肚
債
は
多
数
の
公
衆
を
相
手
ε
す

　
　
　
　
　
改
並
商
法
に
於
け
る
新
減
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
匠
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改
疋
商
泌
に
於
け
る
新
鮭
債
側
麗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

一
種
の
綜
合
的
債
繊
で
あ
つ
て
、
普
短
に
無
記
名
式
で
廣
く
公
衆
の
問
を
鰻
韓
ε
し
て
流
通
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．

典
の
元
金
の
償
還
請
求
梅
が
改
正
前
の
商
法
の
規
定
（
第
二
脊
八
十
五
條
）
に
從
ひ
五
年
問
之
を
行
は
ざ
る
揚
合
に
、

時
敷
に
因
つ
て
消
滅
す
る
こ
ピ
ε
し
て
は
短
き
に
失
し
、
種
々
不
都
合
を
生
ず
る
の
で
あ
つ
た
。
之
は
比
較
的
改
正

が
容
易
で
あ
う
且
叉
從
來
の
商
法
肚
債
規
定
よ
う
一
段
進
む
で
を
つ
た
特
殊
債
雰
法
、
例
へ
ぱ
日
本
興
業
銀
行
法
（
第

十
六
條
ノ
ニ
）
、
日
本
拗
業
銀
行
法
（
第
四
十
條
）
、
農
工
銀
行
法
（
第
三
十
一
條
）
等
が
特
に
興
業
銀
行
債
雰
、
勘
業
銀

行
債
券
、
農
工
債
券
等
の
償
還
講
求
梅
に
付
民
法
の
規
定
す
る
十
年
よ
う
も
更
に
長
き
十
五
年
ビ
定
め
て
を
る
黙
か

ら
見
て
も
．
之
を
知
る
こ
だ
が
出
架
る
次
第
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
同
の
改
正
商
法
は
杜
債
償
還
請
求
梅
の
溝
滅
時
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

を
十
年
ご
し
、
叉
前
述
肚
債
の
受
託
者
が
雁
債
権
者
の
爲
あ
に
償
還
額
の
辮
濟
を
受
け
た
揚
合
に
於
て
、
肚
債
梅
者

が
債
雰
定
引
換
に
共
の
償
還
額
の
支
梯
を
講
求
す
る
樺
利
の
消
滅
時
数
鳩
亦
十
年
と
し
て
現
行
法
の
不
備
を
補
ム
こ

ε
ご
し
た
（
改
正
商
法
第
三
百
十
六
條
第
一
項
及
第
二
項
）
．

　
又
今
同
の
改
正
商
法
は
証
債
の
利
息
講
求
梅
の
清
滅
時
数
を
五
年
と
し
牝
。
之
は
元
金
の
償
還
請
求
椹
の
如
く
長

く
す
．
る
必
要
の
な
き
こ
ピ
は
申
す
迄
も
な
い
。
訪
記
欠
敏
利
札
の
控
除
額
支
描
請
求
権
に
付
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）
　
債
券
及
麿
債
原
簿
の
記
載
事
項
の
逡
魏

　
更
に
今
同
の
改
正
商
法
は
俵
券
及
魅
債
療
簿
の
法
定
記
載
纂
項
に
修
正
叉
は
補
足
を
掬
へ
た
。
即
ち
新
に
債
券
の
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法
定
誕
載
車
項
ざ
し
て
加
へ
た
黙
は
左
の
通
ウ
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
六
條
）
。

　
ρ
り
　
利
息
支
梯
の
方
法
及
期
限

　
③
　
債
雰
を
記
名
式
叉
は
無
配
名
式
に
限
蚕
た
る
ε
き
は
其
の
旨

③
　
励
債
募
集
の
委
託
者
を
受
け
た
る
會
趾
勤
即
ち
祉
債
の
受
託
者
が
あ
る
ε
き
は
其
の
商
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
4

　
又
新
に
祇
債
原
簿
の
法
定
観
載
察
項
．
ε
し
て
加
へ
た
鮎
は
左
の
通
り
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
十
、
七
條
）
。

　
ω
　
利
息
支
梯
の
方
法
及
期
限

　
③
　
祉
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
會
殿
、
即
ち
肚
債
の
受
託
者
が
あ
る
ご
き
は
其
の
商
號

　
凡
そ
斯
く
の
如
く
新
に
加
へ
ら
れ
た
織
に
付
て
は
既
k
肚
債
の
申
込
鐙
の
法
定
記
載
事
項
を
詮
く
k
當
9
一
通
う

の
読
明
を
加
へ
て
置
い
た
か
ら
叢
で
拡
省
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）
　
魅
債
利
息
の
支
携
叉
は
■
一
部
償
還
を
怠
ウ
た
る
揚
合
の
救
濟
規
定

　
改
正
前
の
商
法
に
於
て
は
杜
債
の
利
息
の
支
描
を
怠
つ
た
ε
き
鮎
叉
は
定
期
に
肚
債
の
一
部
を
償
還
す
べ
き
揚
合

　
と

k
於
て
、
共
の
償
還
を
怠
つ
π
ε
き
に
祉
債
梅
者
に
封
し
十
分
の
救
濟
手
段
を
奥
へ
て
を
ら
な
い
の
で
、
種
々
の
不

都
舎
が
あ
つ
た
」
そ
こ
で
今
回
の
改
正
商
法
は
大
饅
霧
保
附
杜
債
信
託
法
の
規
定
に
傲
ひ
新
k
跳
の
揚
合
の
救
濟
規

定
を
設
け
た
次
第
に
外
な
ら
瞭
。
．

　
　
　
　
　
改
践
商
法
に
於
け
る
新
鮭
債
蟹
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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改
正
商
法
に
於
け
る
新
識
債
剃
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

　
即
ち
新
規
定
k
依
る
ε
斯
か
る
揚
合
に
於
て
は
肚
債
梅
者
集
會
の
決
議
k
依
て
會
滋
k
封
し
二
ヶ
月
を
下
ら
ざ
る

一
定
の
期
問
内
k
、
共
の
利
息
支
彿
又
は
償
還
を
爲
す
べ
き
旨
及
其
の
期
問
内
k
之
を
爲
さ
斌
る
ε
き
は
漉
債
の
纏

額
に
付
期
限
の
利
盆
を
失
ム
ベ
き
旨
を
書
面
を
以
て
逓
知
し
會
祉
が
荷
ほ
共
の
期
闘
内
に
利
息
の
支
梯
又
は
償
還
を

爲
さ
聖
る
ε
き
は
禽
枇
は
肚
債
の
総
額
に
付
期
限
の
利
盆
を
失
ひ
、
纏
額
の
償
還
を
請
求
せ
ら
る
る
こ
ε
ε
し
た
次

第
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
三
十
四
條
）
。
此
の
新
規
定
も
從
來
の
励
債
規
定
の
不
備
を
補
ひ
實
翅
を
登
揮
す
る
こ

ざ
が
　
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鯛
O
）
　
祉
債
権
者
集
會
及
其
の
代
表
者
制
度
の
創
設

　
更
k
今
同
の
商
法
改
正
は
叉
祉
債
梅
者
集
禽
（
夢
o
ヨ
瑠
臨
β
の
乳
σ
9
三
参
9
倉
誘
）
及
其
り
代
表
者
（
3
嘆
窃
①
昌
践
く
窃
）

制
度
を
創
設
し
彪
。
即
ち
祉
債
梅
者
が
各
自
個
別
的
k
其
の
梅
利
の
行
使
を
爲
す
こ
ε
は
魁
債
穂
者
自
身
の
爲
め
k

極
め
て
不
便
で
あ
る
ば
か
ク
で
な
く
、
肚
債
穫
者
の
利
盆
保
護
に
却
つ
て
十
分
な
ら
ざ
る
結
果
ε
も
な
う
、
叉
斯
か

る
個
別
的
行
使
は
禽
魁
の
事
業
に
も
著
し
き
支
瞳
を
生
ぜ
し
む
る
こ
ε
鳩
あ
る
の
で
、
多
数
祉
債
梅
者
の
團
燈
的
行

爲
を
認
め
、
殴
債
権
者
團
燈
の
意
思
を
決
定
す
お
機
闘
ε
し
て
是
亦
捲
保
附
砒
債
信
託
法
の
定
む
る
駈
に
倣
つ
て
灘

債
樫
者
集
禽
尉
度
を
認
む
る
ご
這
ε
し
た
次
第
に
外
な
ら
毅
。

　
今
同
の
改
正
商
法
k
依
る
ε
肚
債
梅
者
集
禽
は
商
法
k
別
段
の
定
め
あ
る
揚
合
の
み
裁
到
斯
の
許
可
を
得
て
魁
債
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梅
者
の
利
審
k
貢
大
な
る
闘
係
を
有
す
る
禦
項
に
付
て
一
定
の
多
数
決
の
方
法
に
依
り
決
議
を
爲
す
こ
．
三
が
出
凍
る

竜
の
ε
し
（
改
正
商
法
第
三
百
十
九
條
、
第
三
百
二
十
四
條
）
ヤ
共
の
決
議
は
裁
釧
所
の
認
可
あ
る
ε
き
は
共
の
敷
力
を

生
じ
、
総
肚
債
穣
者
を
狗
束
す
る
こ
ε
冠
な
る
も
の
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
五
條
乃
範
第
三
百
二
十
八
條
）
。

　
祉
債
権
者
集
會
ば
嚢
行
會
祉
又
は
受
託
者
．
即
ち
肚
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
會
肚
に
於
て
之
を
招
集
す
る
こ

ご
ε
し
、
肚
債
総
額
の
十
分
の
一
以
上
に
當
る
祉
債
穰
者
は
集
會
の
招
集
を
登
行
會
疵
叉
は
受
託
者
k
請
求
す
る
こ

ε
が
出
來
る
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
條
）
。
各
杜
債
梅
者
は
就
債
の
最
低
金
額
毎
k
一
笛
の
議
決
梅
を
輿
へ
ら
れ
、

無
記
名
式
の
債
券
を
有
す
る
者
が
共
の
議
決
梅
を
行
使
す
る
k
は
會
日
よ
釦
一
週
問
訪
に
債
券
を
供
託
す
る
こ
ε
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

要
し
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
一
條
）
、
決
議
に
は
普
通
の
決
議
の
外
特
に
杜
債
権
者
の
利
害
k
重
大
な
る
關
．
係
あ
る

察
項
k
行
特
別
決
議
が
認
め
ら
れ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
四
條
）
、
大
凡
そ
是
等
の
織
は
櫓
保
附
肚
債
信
託
法
の

定
む
る
健
ε
趣
旨
を
同
じ
う
し
て
を
る
の
で
あ
る
。
、
集
會
に
於
て
決
議
が
敷
力
を
生
ぜ
し
む
る
爲
め
共
の
認
可
を
請

求
す
べ
嚢
者
は
、
集
會
の
招
集
者
ε
定
め
ら
れ
、
其
の
請
求
は
決
議
の
日
か
ら
一
週
問
内
に
之
を
爲
さ
ね
ぱ
な
ら
な

》
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
五
條
）
。
裁
到
所
は
決
議
が
不
適
法
、
不
當
著
し
《
不
公
正
叉
は
融
債
穫
者
の
一
般
の
利

盆
k
反
す
る
と
き
は
共
の
決
議
を
却
下
す
る
の
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
六
條
）
。
之
に
反
し
て
決
議
が
適
法

正
當
の
も
の
と
し
て
裁
到
駈
の
認
可
を
得
れ
ぱ
、
翫
に
一
言
し
た
通
蚤
、
初
め
て
其
の
数
力
を
生
ず
る
の
で
あ
つ
て

　
　
　
　
　
改
正
商
法
に
於
δ
る
新
鷲
債
翻
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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改
犯
商
法
に
於
け
る
新
祉
債
糊
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

絃
k
総
肚
債
擁
者
に
封
し
拘
束
力
を
有
す
る
≧
と
ε
な
る
の
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
七
條
）
。
絢
ほ
肚
債
の

婁
行
禽
祉
は
決
議
の
認
可
又
は
不
認
可
が
決
定
す
れ
ぱ
其
の
旨
を
公
皆
す
る
こ
ε
を
要
す
る
（
改
正
商
法
第
三
百
二

十
八
條
）
。
大
凡
そ
此
の
鮎
は
耀
保
附
肚
償
信
託
法
の
定
む
る
駈
ε
比
較
し
て
共
の
不
備
k
鑑
み
修
正
改
善
が
伽
へ
ら

れ
て
を
ク
一
段
逡
歩
せ
る
も
の
ε
謂
ひ
得
る
．

　
叉
今
同
の
改
正
商
法
は
癒
債
梅
者
集
會
k
於
て
一
人
久
は
勲
人
の
代
表
者
を
選
任
し
、
共
の
決
畿
す
べ
き
察
項
の

決
定
を
之
に
委
任
し
得
る
乙
ε
ε
し
詑
（
改
正
商
法
第
三
百
二
十
九
條
）
。
此
の
識
も
櫓
保
附
就
債
信
託
法
の
規
定
ご

同
じ
で
あ
る
。
疵
債
梅
漕
集
會
の
決
議
に
は
共
の
性
質
上
執
行
を
要
す
る
も
の
芝
然
ら
ざ
ち
も
の
と
あ
る
。
執
行
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

要
す
る
も
の
に
付
て
は
原
則
と
し
て
前
記
の
受
託
者
が
之
を
執
行
し
、
斯
か
る
受
託
者
な
き
ε
き
は
趾
債
棉
者
集
會

の
代
蓑
者
が
之
を
執
行
す
る
も
の
ご
す
る
。
但
し
集
會
k
於
て
別
に
執
行
者
を
定
め
た
揚
合
は
其
の
者
に
於
て
執
行

の
任
に
営
る
こ
と
と
し
だ
（
改
正
商
法
第
三
百
三
十
條
、
第
三
首
三
十
｝
條
、
第
藷
百
三
十
二
條
）
“
融
債
穣
者
集
會

k
開
す
る
費
用
は
原
則
ε
し
て
駿
行
會
融
の
負
旛
ピ
す
る
（
改
正
商
法
第
三
百
三
十
七
條
）
。
集
會
の
議
審
録
共
の
飽

R
付
て
祷
鍛
保
附
融
債
信
託
法
k
定
む
る
所
ε
大
鰹
同
様
で
あ
る
。
欝
ほ
ヌ
薮
種
の
就
債
を
登
行
し
驚
會
祉
は
、
其

の
餐
種
の
既
債
溺
k
魁
債
穣
潜
集
會
を
招
集
す
る
こ
と
を
要
す
る
（
改
正
商
法
第
三
百
三
十
八
條
）
。
之
は
各
種
類
の

威
債
権
潜
の
利
害
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
ら
巳
む
を
得
な
い
。
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要
す
る
に
為
・
日
迄
無
櫓
保
祉
債
に
付
肚
債
擁
者
集
會
制
度
の
な
か
つ
た
こ
だ
は
改
正
前
の
商
法
の
頗
る
不
備
ご
せ

ら
れ
た
黙
で
あ
つ
て
、
今
同
の
改
正
に
依
う
之
が
認
め
ら
れ
る
こ
ε
ε
な
つ
た
結
果
上
述
の
受
託
者
制
度
と
共
に
必

す
や
大
な
る
實
用
を
毅
揮
す
る
こ
建
ε
信
じ
て
疑
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
網
脚
）
　
韓
換
祉
債
制
度
の
創
設

　
更
に
久
改
正
商
法
は
縛
換
肚
債
、
即
ち
英
米
の
甥
謂
「
コ
γ
漣
3
タ
ィ
プ
ル
軌
ボ
ソ
下
」
（
8
衰
・
擁
浮
ド
び
。
注
堕
）
を

認
め
る
こ
ピ
ε
な
っ
た
。
之
は
祉
債
梅
者
が
會
就
の
醤
業
歌
態
の
好
轄
す
な
る
こ
ξ
を
信
ず
る
に
至
つ
た
揚
合
に
、

斌
債
の
描
込
金
を
振
替
へ
て
株
式
の
隷
込
金
ε
爲
し
以
て
株
主
ε
爲
る
こ
ε
を
許
す
も
の
で
あ
つ
て
、
之
に
依
て
勉

債
の
成
立
を
容
易
な
ら
し
む
5
實
盆
が
あ
う
、
延
い
て
會
肚
資
本
（
資
金
）
の
調
達
を
便
利
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
英

米
に
於
で
は
共
の
實
用
を
廣
く
登
揮
し
て
ゐ
る
。

　
今
回
の
改
正
商
法
の
定
む
る
所
k
依
る
と

　
ω
　
聴
換
k
依
う
増
加
す
べ
き
賛
本
の
絃
額
、
韓
換
せ
ら
る
べ
き
肚
債
戴
に
轄
換
の
條
件
、
韓
換
k
因
う
て
曇
行

　
　
す
べ
き
株
式
の
内
容
及
韓
換
墾
請
求
し
得
べ
ぎ
期
問
は
資
本
増
加
の
決
談
を
以
て
之
を
定
む
る
こ
ε
（
改
正
商

　
　
“
法
第
一
二
百
ゐ
ハ
十
四
擦
肺
）

　
③
　
輔
換
に
因
ウ
て
薮
行
す
ぺ
き
株
式
は
全
額
梯
、
込
濟
の
も
の
ぜ
し
、
且
つ
其
の
株
式
の
金
額
は
穂
換
す
べ
き
融

　
　
　
　
　
改
疋
商
法
鵜
於
け
る
菊
靴
笹
翻
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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改
疋
商
法
に
於
け
る
新
藤
債
旬
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
尉
榊

　
債
り
駿
行
額
を
超
過
す
る
こ
ぜ
を
得
ざ
る
こ
ざ
（
改
正
商
法
第
三
百
六
十
五
條
．
第
二
百
八
十
八
條
第
二
項
滲
照
）

㈹
韓
換
祉
債
の
証
債
串
込
謎
、
債
券
及
肚
債
原
簿
に
は
左
の
霧
項
を
誕
載
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
ε
（
改
正
商

　
法
館
召
鱒
箒
日
山
ハ
十
山
ハ
條
皿
第
一
項
）

　
（
イ
）
　
証
債
の
株
式
k
韓
換
す
る
こ
ご
を
得
べ
き
こ
ε

　
（
蟹
）
　
轄
換
の
條
件

　
（
ハ
）
　
縛
換
に
因
9
て
登
行
す
べ
き
株
式
の
内
容

　
（
二
）
　
韓
換
の
請
求
を
爲
す
こ
ε
を
得
べ
き
期
問

ω
　
就
債
の
登
記
k
在
づ
て
も
右
③
に
掲
げ
た
事
項
を
登
記
す
る
こ
ε
を
要
す
る
こ
く
（
改
正
商
法
第
三
百
六
十

　
山
ハ
“
條
第
二
項
）
。

働
　
韓
換
を
講
求
す
る
肚
債
梅
者
は
鵯
換
せ
む
ε
す
る
魅
債
を
表
示
し
、
請
求
の
年
月
日
を
記
載
し
て
署
名
せ
る

　
請
求
書
二
癒
k
債
券
を
添
附
し
て
之
を
會
肚
に
提
出
す
る
こ
ε
（
改
正
商
法
第
三
百
六
十
七
條
）
。

⑥
　
韓
蜘
肚
債
を
目
的
ε
す
る
質
梅
は
轄
換
に
因
タ
て
肚
債
梅
者
の
受
く
べ
き
株
式
の
上
k
存
在
す
る
こ
と
（
改

　
正
商
法
第
三
百
六
十
八
條
、
第
二
百
八
條
第
一
項
滲
照
）

仁り

　
韓
換
敢
償
の
韓
換
は
其
の
請
求
を
爲
し
た
る
時
の
属
す
る
誉
業
年
度
の
終
に
於
て
共
の
数
力
を
生
ず
る
と
ε
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（
改
正
商
法
第
三
百
六
十
八
條
．
第
三
百
六
十
二
條
滲
照
）

⑧
鱒
換
龍
因
て
生
じ
た
資
本
⑳
増
加
拉
に
資
本
の
減
少
は
毎
螢
業
年
度
の
維
よ
ウ
一
月
内
に
本
店
の
所
在
地
に

　
　
於
て
之
を
登
記
す
る
こ
ε
を
要
す
る
こ
ε
ε
し
、
更
に
其
の
墜
記
を
爲
し
だ
る
後
二
遍
問
内
に
支
店
の
所
在
地

　
　
に
於
て
之
を
登
諦
す
る
こ
ピ
を
要
す
る
こ
と
（
改
正
商
法
第
三
百
六
十
九
條
、
第
六
十
四
條
第
二
項
滲
照
）

ε
な
つ
て
を
る
。

　
韓
換
株
式
に
付
て
も
上
蓮
の
韓
換
肚
債
に
關
す
る
規
定
ε
大
膣
同
趣
旨
の
規
定
を
設
け
た
（
改
正
商
法
第
三
百
五

十
九
條
乃
至
第
三
百
六
十
二
條
）

　
轄
換
砒
債
及
縛
換
株
式
の
制
度
は
實
施
を
見
る
に
至
ら
ば
必
ず
や
相
當
に
實
用
を
見
、
我
が
起
債
蚊
に
鐙
券
界
に

資
す
る
こ
ε
ε
信
ず
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）
　
麿
債
の
整
理
ε
「
レ
シ
，
バ
奮
し
制
度
の
創
設

　
最
後
k
今
阿
の
改
正
商
法
は
株
式
會
肚
に
關
す
る
規
定
中
k
「
禽
肚
の
整
理
し
な
る
節
（
第
七
節
）
を
設
け
、
英
米

の
所
認
9
シ
し
↑
気
§
警
塞
）
剃
度
を
認
め
る
こ
ε
ε
な
つ
た
。

　
髭
來
此
の
制
度
が
英
米
に
於
て
肚
債
其
の
他
を
負
櫓
す
る
禽
肚
の
整
理
k
當
つ
て
、
實
用
を
螢
揮
し
て
を
る
こ
ε

は
今
更
申
す
迄
も
な
い
ヒ
ε
で
あ
る
。
元
來
會
冠
が
誉
業
上
破
綻
を
生
じ
破
産
に
瀕
し
た
揚
合
k
於
て
、
從
來
整
理

　
　
　
　
改
正
商
法
に
於
け
る
新
薩
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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改
疋
商
法
に
於
け
る
新
瀧
債
翻
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

ざ
稀
し
鍔
々
の
間
柄
k
於
て
種
々
當
面
の
措
置
を
講
ず
る
審
例
が
珍
ら
し
く
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
共
の
整
理
た
る

や
公
正
且
つ
適
確
を
鋏
く
こ
ε
が
多
い
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
揚
合
に
於
て
先
づ
會
祉
財
産
の
保
全
、
即
ち
會
祉
財

産
の
散
逸
を
防
ぐ
必
要
あ
る
も
之
k
公
力
を
俘
は
ざ
る
を
以
て
其
の
必
要
を
充
す
こ
と
が
出
來
ず
、
實
k
種
々
不
都

合
訣
陽
が
あ
つ
た
。
是
に
於
て
今
回
の
改
正
商
法
は
此
の
不
備
忍
補
ひ
．
裁
到
班
の
管
掌
の
下
k
最
も
有
敷
k
會
肚

の
整
理
を
爲
さ
し
む
る
≧
ご
ε
し
．
會
祉
の
現
況
共
の
他
の
事
情
k
依
う
支
携
不
能
叉
は
債
務
超
過
k
略
る
の
虞
叉

は
疑
あ
る
．
ヒ
き
は
、
裁
到
疵
は
一
定
の
者
の
申
立
、
共
の
勉
に
因
う
會
泌
に
封
し
整
理
開
始
の
命
令
を
爲
す
こ
ε
を

得
（
改
正
商
法
第
三
百
八
十
一
條
）
．
整
理
開
始
の
命
令
が
あ
つ
た
ご
き
は
裁
鋼
斯
は
更
に
禽
麿
の
業
務
の
制
度
其
の

他
會
魅
財
産
の
保
全
麗
分
、
株
主
の
名
義
書
換
禁
止
、
會
杜
の
業
務
及
財
産
に
封
す
る
槍
嚢
の
命
令
．
整
理
叉
は
和

議
に
關
す
る
立
案
及
實
行
の
命
令
、
取
締
役
又
は
監
査
役
の
解
任
．
共
の
他
會
甦
の
業
務
及
財
産
に
開
す
る
監
督
の

命
令
虹
に
會
駈
の
業
務
及
財
産
に
關
す
る
管
理
の
命
令
等
を
爲
し
得
る
の
で
あ
る
（
改
正
商
法
第
三
百
八
十
六
條
》
。

會
証
の
業
務
及
財
産
k
關
す
る
監
督
の
命
令
が
あ
つ
た
置
き
は
、
裁
判
斯
は
督
督
員
を
選
任
し
、
盈
督
に
當
ら
し
め

る
（
第
三
百
九
十
七
條
）
。
叉
會
祉
の
業
務
及
財
産
に
闘
す
る
管
理
の
命
令
が
あ
つ
た
ご
き
は
、
裁
釧
駈
は
即
ち
管
理

人
η
レ
シ
蓼
．
酒
警
L
を
選
任
し
、
之
に
當
ら
し
め
る
も
の
で
あ
つ
て
（
第
三
百
九
十
八
條
）
．
共
の
命
令
に
依
う
會
融
の

取
締
役
は
會
祉
管
理
の
権
限
を
失
ひ
、
會
甦
の
代
表
、
業
務
執
行
等
の
穣
限
及
取
締
役
が
其
の
資
格
に
塞
い
て
有
す
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る
法
定
の
稚
限
は
一
切
之
を
暴
げ
て
管
理
人
に
專
属
す
乃
こ
ピ
ε
な
う
、
會
肚
の
財
産
及
業
務
を
管
理
し
．
肚
債
樺

懸
典
の
他
の
債
椹
者
等
は
之
に
依
て
其
の
利
盆
を
害
せ
ら
る
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
ε
が
出
來
る
竜
の
で
あ
る
。
賞

際
k
於
て
肚
債
を
毅
行
せ
る
會
融
は
多
く
大
會
肚
で
あ
つ
て
、
乖
利
金
支
排
等
が
起
つ
π
揚
合
に
於
ズ
は
。
上
蓮
融

債
梅
者
集
會
の
決
議
に
墓
き
前
記
の
受
託
者
を
し
て
共
の
救
濟
、
利
盆
の
擁
護
に
當
ら
し
め
、
整
理
の
見
込
充
分
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

る
揚
合
k
於
て
は
．
或
は
此
の
警
理
人
、
即
ち
．
レ
シ
書
バ
蓄
」
を
し
て
登
行
會
肚
の
薬
務
及
財
産
を
管
理
せ
し
あ
醤

業
を
縫
績
し
つ
つ
整
理
を
完
行
す
る
の
が
實
利
的
の
揚
合
が
相
當
に
多
か
る
ぺ
く
、
此
の
意
味
k
於
て
管
理
人
、
即

ち
「
レ
シ
奮
バ
」
」
制
度
を
認
む
る
利
盆
は
大
い
と
謂
は
ね
ぱ
な
ら
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）
　
新
砒
債
制
度
の
實
施
に
關
す
る
経
過
規
定

　
斯
く
の
如
く
今
回
の
改
正
商
法
は
本
丹
一
丹
一
日
か
ら
施
行
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
が
、
之
に
依
る
新
就
債
制
度
の

賓
施
に
付
て
は
商
法
中
改
正
法
律
施
行
法
（
昭
和
十
四
年
公
布
）
k
依
蚕
経
過
規
定
を
設
け
た
の
で
あ
つ
て
次
の
諸
識

を
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

　
ω
斯
規
定
は
株
式
會
祉
が
新
法
施
行
前
に
証
債
募
集
の
決
議
を
爲
し
党
揚
合
は
奮
規
定
R
依
互
杜
債
を
募
集

　
　
し
、
薪
法
施
行
後
に
融
債
募
集
の
決
議
を
爲
し
陀
揚
合
に
初
め
て
新
規
定
の
適
用
を
見
る
の
で
あ
る
（
施
行
法

　
　
第
王
十
五
條
）
。
即
ち
証
債
募
集
の
決
議
が
新
法
施
行
誘
な
る
か
叉
は
施
行
後
で
あ
る
か
讐
標
準
ご
な
る
鐸
で
あ

　
　
　
　
　
改
歪
商
法
に
於
け
る
新
融
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
玉
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改
蕉
商
法
に
於
け
る
薪
髄
債
馴
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

　
る
。
愛
に
肚
債
募
集
の
決
議
の
時
を
標
準
ε
す
る
こ
と
に
封
し
．
て
は
該
決
議
が
輩
に
趾
債
募
集
の
内
部
手
績
で

　
あ
る
鮎
と
所
謂
「
オ
置
プ
ソ
三
ン
ド
亀
ア
ゲ
聖
ジ
」
（
8
昌
己
＆
－
鱒
・
§
碍
識
。
）
k
依
る
旛
保
附
杜
債
の
登
行
は
、

　
最
初
信
託
契
約
を
締
結
す
る
株
主
維
會
の
決
議
を
爲
し
置
く
に
止
ま
ゆ
各
同
の
肚
債
の
聚
行
k
當
つ
て
は
別
段

　
株
主
絡
會
の
決
議
に
依
ら
な
い
か
ら
今
後
相
當
長
き
期
問
（
瘡
保
附
肚
債
信
託
法
第
三
十
一
條
ノ
ニ
）
に
亘
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
盤
規
定
に
依
る
肚
債
の
募
集
を
許
す
こ
と
と
な
◎
之
と
新
規
定
に
依
五
も
の
ざ
の
識
別
が
仲
か
困
難
嘘
な
る
鮎

　
に
鑑
み
、
實
際
手
績
ε
し
て
決
議
の
時
期
を
標
準
ご
す
る
こ
ざ
は
必
ず
し
も
最
蕃
の
策
と
は
認
め
難
い
。

③
　
別
に
蓮
べ
た
蓮
蚤
新
法
は
商
法
に
依
る
肚
債
の
受
託
會
肚
即
ち
能
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
る
會
祉
叉
は
典

　
の
皐
務
承
縫
者
を
銀
行
、
信
託
禽
肚
叉
は
鐙
券
引
受
會
肚
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
が
バ
施
行
法
第
五
十
六
條
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
輔
項
．
有
債
鐙
券
引
受
業
法
第
五
條
）
、
新
法
施
行
前
に
魁
債
募
集
の
委
託
を
受
け
た
揚
合
k
は
其
の
限
う
で
な

　
い
（
施
行
法
第
五
十
山
ハ
悠
”
第
二
一
楓
）
。

　
　
又
別
k
述
べ
た
通
う
新
法
は
前
項
の
受
託
會
肚
が
肚
債
樒
者
の
爲
に
肚
債
の
償
還
を
受
く
る
k
必
要
な
る
一

　
切
の
裁
判
上
叉
は
裁
判
外
の
行
爲
を
爲
す
樫
限
を
有
す
る
≧
と
等
に
付
規
定
を
設
け
た
が
（
改
正
商
法
第
三
百

　
九
條
乃
至
第
三
百
十
四
條
）
．
此
等
の
規
定
は
新
法
施
行
前
k
就
債
募
集
の
委
託
を
受
け
髭
揚
合
k
は
之
を
適
用

　
し
な
い
こ
ε
ε
し
た
（
施
行
法
第
五
七
條
）
。
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③
　
吏
に
新
法
は
叉
肚
債
償
還
請
求
梅
の
時
敷
に
付
規
定
を
設
け
た
が
（
新
法
第
三
ニ
ハ
條
）
。
此
の
改
正
商
定
は

　
新
法
施
行
前
に
生
じ
π
債
権
に
付
ズ
も
適
用
せ
ら
れ
る
（
施
行
法
第
五
十
八
條
）
。

㈱
　
別
に
蓮
べ
る
蓮
ゆ
改
正
商
法
は
第
二
編
第
四
章
第
玉
節
第
二
款
に
於
て
敢
債
梅
者
集
會
歳
關
す
る
規
定
を
設

δ
た
。
此
の
漉
債
梅
者
集
會
に
關
す
る
規
定
は
、
前
記
商
法
に
依
る
肚
債
の
受
託
會
肚
の
事
務
塵
理
k
闘
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
も
の
を
除
く
外
薔
法
に
依
つ
て
募
集
せ
ち
れ
陀
肚
債
に
も
適
用
せ
ら
れ
る
（
施
行
法
第
霊
九
十
條
）
。

㈲
　
新
法
第
三
百
二
十
條
第
四
項
及
第
三
百
二
十
一
條
第
二
項
（
及
其
の
準
用
規
定
）
は
一
定
の
揚
合
に
社
債
椹
者

　
が
共
の
梅
利
を
行
使
す
る
に
は
無
記
名
の
債
券
を
有
す
る
者
を
し
て
其
の
債
券
を
供
託
せ
し
む
る
こ
ピ
、
し
た

　
が
、
共
の
供
託
ー
供
託
局
に
之
セ
爲
す
か
然
ら
ざ
る
場
合
に
は
司
法
大
臣
の
指
定
す
る
銀
行
叉
は
信
託
會
杜
に

　
之
を
爲
さ
し
む
る
こ
ε
、
し
た
（
施
行
法
第
六
十
條
）
。

⑥
　
爾
ほ
肚
債
樒
者
集
會
の
招
集
、
償
還
額
の
支
拗
叉
は
償
還
k
關
す
る
鮭
債
穂
者
集
會
の
決
議
の
執
行
k
営
ろ

　
て
す
る
公
皆
は
駿
行
會
祉
の
定
款
勝
定
の
公
告
方
法
に
依
る
の
で
あ
る
（
施
行
法
第
六
一
條
）
。

ω
　
樹
ほ
又
別
k
蓮
ぺ
た
通
う
改
正
商
法
第
二
八
七
條
の
規
定
に
依
れ
ぱ
肚
債
椛
者
に
償
還
す
べ
き
金
額
の
繕
額

　
が
肚
債
の
募
集
k
儀
て
得
た
實
額
を
超
遇
す
る
ε
き
は
其
の
差
額
は
之
を
貸
借
封
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す

　
る
こ
と
を
得
、
其
の
揚
合
に
於
て
は
肚
債
償
逡
の
期
限
内
k
毎
決
算
期
k
於
て
均
等
額
以
上
の
償
却
を
爲
さ
し

　
む
る
Z
．
ご
、
し
セ
。
而
し
て
漸
る
整
理
方
．
法
は
實
は
新
法
施
行
前
に
於
て
も
普
通
行
は
れ
た
所
で
あ
る
の
で
．

　
　
　
　
重
距
商
法
に
於
け
る
新
鮭
債
鶴
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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改
正
商
法
に
於
け
る
新
託
債
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
A

　
　
會
杜
が
新
法
施
行
前
に
既
に
右
差
額
を
貸
借
封
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
て
を
る
揚
合
に
於
て
は
右
新
法
第

　
　
二
百
八
十
七
條
の
規
定
に
依
て
償
却
せ
し
む
る
こ
と
と
し
た
（
施
行
法
第
五
十
三
條
）
。

働
更
隻
改
藷
法
第
四
百
＋
四
條
笙
重
は
合
併
後
存
績
す
る
會
既
又
は
合
併
茜
て
設
立
髭
會
肚
が
合

　
　
併
k
因
て
祉
債
を
承
縫
し
ね
揚
合
に
於
て
は
合
併
登
記
ε
同
時
k
縫
債
の
登
記
を
爲
す
こ
ε
を
要
す
る
旨
を
定

　
　
め
だ
次
第
で
あ
る
が
．
今
同
の
改
正
商
法
施
行
法
第
六
十
七
條
は
上
記
存
績
會
肚
叉
は
新
設
會
肚
k
新
法
施
行

　
　
の
際
合
併
k
因
て
承
纏
し
た
祉
債
が
あ
る
揚
合
に
は
新
法
施
行
の
日
か
ら
一
ヶ
月
内
に
上
記
新
法
第
四
百
十
四

　
　
條
第
二
壌
に
依
て
融
債
の
登
記
を
爲
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
ε
、
し
た
。
若
し
之
に
違
反
す
る
場
合
に
於
て
は
會
砒

　
　
の
取
締
役
に
封
し
て
過
料
の
制
裁
が
あ
る
。

　
今
同
の
改
正
商
法
の
實
施
上
肚
債
に
關
し
注
意
す
ぺ
錨
は
大
饅
上
蓮
の
短
う
で
あ
る
。

　
拘
ほ
商
法
の
改
正
k
件
ひ
之
に
封
し
特
別
法
た
る
關
係
を
有
す
る
搬
保
附
祉
債
信
託
法
中
k
も
改
正
を
迦
ム
ベ
き

勲
が
多
々
あ
る
が
、
之
れ
は
目
下
改
正
準
備
中
で
あ
る
か
ら
鮫
k
は
言
及
せ
澱
こ
と
と
致
し
π
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欄
四
）
結
　
　
　
言

　
以
上
は
今
同
の
商
法
改
正
が
融
債
ヌ
は
之
に
關
聯
す
る
規
定
に
付
て
改
正
を
蒲
へ
髭
鐵
の
極
大
要
で
あ
る
。
～
此
等

の
改
正
は
何
れ
も
時
勢
の
要
請
及
進
蓮
に
適
慮
す
べ
く
改
正
を
加
へ
た
も
の
で
あ
つ
て
今
同
の
實
施
が
威
含
を
盆
す

る
ヒ
ε
が
塞
に
砂
く
な
い
，
こ
ε
は
屡
言
す
る
迄
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
一
霊
・
六
・
一
四
五
）
　
（
完
）


